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１  川 崎 市 病 院 局 に お け る ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 関 し て は 、 川

崎 市 職 員 の セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト 、 パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト

及 び 妊 娠 、 出 産 、 育 児 又 は 介 護 に 関 す る ハ ラ ス メ ン ト の 防 止

に 関 す る 要 綱 （ 平 成 １ １ 年 ３ 月 ２ ３ 日 １ ０ 川 総 人 第 ５ ０ ８ 号 。

以 下 「 市 要 綱 」 と い う 。） の 規 定 （ 第 ６ 条 及 び 第 １ ０ 条 の 規

定 を 除 く 。） を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ４ 条 第 ２ 項 、

第 ５ 条 、 第 ７ 条 及 び 第 ９ 条 第 １ 項 中 「 市 長 」 と あ る の は 「 病

院 事 業 管 理 者 」 と 、 第 ８ 条 中 「 相 談 員 及 び 苦 情 相 談 」 と あ る

の は 「 苦 情 相 談 」 と 、 第 ９ 条 第 ２ 項 中 「 次 条 」 と あ る の は

「 市 要 綱 第 １ ０ 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

２  ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 苦 情 相 談 を 円 滑 に 処 理 す る た め 、 総

務 部 庶 務 課 に 苦 情 相 談 窓 口 を 設 け る 。  

３  苦 情 相 談 窓 口 の 担 当 職 員 は 、 次 の 苦 情 相 談 に 応 じ 必 要 な 助

言 を 行 う も の と す る 。  

（ １ ） ハ ラ ス メ ン ト に よ る 被 害 を 受 け た こ と に 関 す る 苦 情 相 談  

（ ２ ） ハ ラ ス メ ン ト を 行 っ た と 指 摘 さ れ 納 得 で き な い こ と に 関

す る 苦 情 相 談  

（ ３ ） 第 三 者 と し て ハ ラ ス メ ン ト に 該 当 す る 行 為 を 知 り 改 善 を

求 め る 苦 情 相 談  



（ ４ ） 市 要 綱 第 ９ 条 に 定 め る 不 利 益 取 扱 い を 受 け た こ と に 関 す

る 苦 情 相 談  

（ ５ ） そ の 他 ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 一 般 的 な 苦 情 相 談  

４  苦 情 相 談 窓 口 の 担 当 職 員 は 、 前 項 の 助 言 を 行 う 場 合 に お い

て 必 要 と 認 め る と き は 、 事 実 確 認 の た め の 調 査 、 問 題 解 決 の

た め に 必 要 な 措 置 等 を 病 院 事 業 管 理 者 に 要 請 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 実 確 認 の た め に 行 う 調 査 の 要 請 は 、

当 該 苦 情 相 談 を 申 し 出 た 者 の 了 承 を 得 て 行 う も の と す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


